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感染症法等の改正について

項目 R4 R5 R6 実施主体 概要

1 市町村との情報共有 〇 北海道
新型インフル等発生時における市町村への協力・情
報提供の要請

2 国による総合調整 〇 国,北海道
国の総合調整、都道府県から国への総合調整の要請
を法定化

3 都道府県知事の総合調整・指示 〇 北海道
市町村等への入院・感染対策措置に係る総合調整、
入院措置に係る保健所設置市等への指示

4 都道府県連携協議会の設置 〇 北海道
都道府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、
学識経験者、消防機関等による協議会の設置

5 電磁的届出等の努力義務等 〇 医療機関
感染症指定医療機関の医師等、定点医療機関の管理
者の電磁的届出の義務化、その他医師の努力義務化

6 患者等の退院等の届出 〇 医療機関
感染症指定医療機関の医師による新型インフル等患
者が退院等した際の届出の義務化

7 感染症予防計画の策定 〇 札幌市等
北海道の計画に即した、検査、移送、宿泊・自宅療
養体制、保健所体制等に係る計画策定の義務化

8 公的医療機関の医療提供義務等 〇 医療機関
新型インフル等発生時の医療提供の義務化（国立病
院機構、各共済組合、健康保険組合等の開設施設）

9 医療措置協定 〇 北海道 公的医療機関等との医療提供に係る協定の締結

10 検査機関等との検査等措置協定 〇 札幌市等
都道府県及び保健所設置市等と検査機関、宿泊施設
等との協定の締結

11 健康観察の委託等 〇 札幌市等
新型インフル等発生時の健康観察対象者に対する健
康観察等の委託（協定指定医療機関等）の法定化

１ 感染症法の主な改正内容と改正時期・実施主体等について
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項目 R4 R7※ 実施主体 概要

1 臨時の予防接種の見直し 〇 札幌市等
臨時の予防接種について、国から都道府県、国から
都道府県経由で市町村へ指示できる規程の整理

2 接種記録の法定化 〇 札幌市等
市町村及び都道府県に定期予防接種を実施した場合、
遅滞なく記録を作成し保存することの法定化

3 接種勧奨・努力義務の適用除外 〇 札幌市等
臨時予防接種の接種勧奨・努力義務は政令により適
用除外できる。

4 電子対象者確認 〇 札幌市等
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書によ
り接種対象者の確認ができる。

5 予防接種済証の法定化 〇 札幌市等
接種を受けた者に対して接種済証を交付、または内
容を記録した電磁的記録を提供しなければならない。

２ 予防接種法の主な改正内容と改正時期・実施主体等について

項目 R4 R7※ 実施主体 概要

1 住民接種の対象者等の整理 〇 国
特措法に基づく住民接種を臨時接種へと整理し、政
府対策本部が対象者等を定めるよう規程を変更

2 医療等の実施要請等 〇 国,北海道
医療関係者に対する検体採取、住民・特定接種への
協力要請、指示

3 歯科医師等への注射行為等要請 〇 国,北海道
歯科医師、放射線技師、臨床検査技師、救急救命士
等への接種実施要請、歯科医師への検体採取要請

３ 新型インフル特措法の主な改正内容と改正時期・実施主体等について

※ 公布日から３年６カ月を超えない範囲で政令の定める日施行

※ R6年４月１日又は公布日から３年６カ月を超えない範囲で政令の定める日施行 3

感染症法等の改正について



【参考1】感染症法に基づく予防計画
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【参考2】都道府県と医療機関の医療措置協定
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【参考2】都道府県と医療機関の医療措置協定
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【参考3】都道府県連携協議会
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【参考4】情報基盤の強化
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【参考5】予防接種事務のデジタル化等
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【参考6】検体採取・予防接種従事者の特例規程
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